
平成 24 年４月 

                                                          近 畿 農 政 局 

 

近畿農業・農村６次産業倶楽部の加入募集について 

 

１ 目的 
 農業・農村の再生に向けて、意欲のある農業者等や地域の多様な事業者が、農山村

の風景、伝統文化等のあらゆる「資源」を活用し、新たなビジネス、農業・農村の６

次産業化を図ることとしています。 

 地場農産物を軸に食と農の結びつきの強化、農林水産物の高付加価値化、食文化の

発掘・継承等を通じて、農業・農村の６次産業創出を側面的に支援組織として近畿の

関係者からなる「近畿農業・農村６次産業倶楽部」を設置することにしました。 

 生産者（団体）、企業、観光、消費者団体、行政、大学等の連携を通じて、新たな

絆を形成し農林水産物の高付加価値化を進めるとともに産業の創出と地域の活性化を

図り、地域内の雇用と所得の確保を図り若者や子どもが希望をもって農山漁村に定住

できる地域社会の再生の実現を目指すこととしています。 

 

２ 提供・活動内容 

① 近畿農政局ホームページに情報交換掲示板 

・ 取組に向けての疑問・ご意見等の情報交換 

・ 生産者：農産物や試作品の紹介 

・ 企業：商品開発意向や状況の情報 

② 農業者と企業等の意向調査を実施 

③ 相談会の開催や倶楽部員同士の連携支援 

④ 産地の紹介等の冊子を配布 

・ 先駆的な 150 事例を公表 

・ もてなし郷土情報（農政局ホームページ掲載） 

  

３ 対象者 意欲のある生産者、生産者団体、消費者団体、企業、流通・実需者・小売関

係、料理関係、観光・情報関係、マスコミ学識経験者、行政機関等   

 

４ 加入状況(24 年３月末日現在)  1,083（農業者 426、企業 435、その他 222） 

 

５ 事務局：近畿農政局経営・事業支援部事業戦略課 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.maff.go.jp/kinki/seisaku/6zi_sangyo/index.html



平成  年  月  日 

 

申 込 書 
 

近畿農業・農村６次産業倶楽部事務局 あて 

       （FAX 075-414-7345） 

                                 申請者                                  

                （所在地）〒     －        

                                          

                                         （名 称）                                    
 

                           （代表者）                                   

 
１ 近畿農業・農村６次産業倶楽部に申し込みます。 

 

２  申込単位：お申込みいただく単位の該当するものに「 ○ 」を御記入下さい。 
その他「個人等」で参加いただく場合は、（氏名）を御記入下さい。 

 
   単位：「 企業全体 」、「 団体全体 」、「 部署 」、「 事業所 」、 

その他「 個人等 」（                      ） 

 

３ 担当者連絡先 

担当者氏名  部署名  

電話番号  FAX 番号  

メールアドレス  

住所 （〒   －     ）     

 

４ 企業・団体のホームページのアドレス 
  http://                            

 

５ 取り組んでみようと考えている活動内容 

   

 

お問い合せ先   

〒602-8054 京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町 

近畿農政局経営・事業支援部事業戦略課 

電話番号   075-451-9161（代表） 

６次産業化担当（内線 2760） 

 

お申込みは 

「 無料 」 


